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地方独立行政法人福岡市立病院機構 

令和７年度第 10回理事会 議事録（要旨） 

 

□ 日 時：令和８年３月 25日（水）15:55～17:00 

□ 場 所：こども病院 講堂 

□ 出席者：堀内理事長（議長）、楠原副理事長、神坂理事、瓜生理事、平田理事、 

近藤監事、柳澤監事［欠席：石橋理事］ 

□ 議 事 

【議案審議】 

１ 議案第 15 号 令和７年度補正予算について 

＜概要＞ 補正予算について事務局より説明を行い、原案どおり可決された。 

（補正内容） 

・ 令和６年度 国補正予算に係る補助金（医療施設等経営強化緊急支援事業「生産性向上・職場環境整備等支援   

事業」）及び令和７年度 国補正予算に係る補助金（病院賃上げ支援事業及び病院物価支援事業）による増 

：2億 8,190万円余 

   ・臨時利益の増：1,000万円 

   ・給与費、材料費、経費、減価償却費、研究研修費、給与費（一般管理費）の増：10億 757万円余 

   ・臨時損失の増：1,618万円余  

 

＜主な意見等＞ 

特になし 

 

２ 議案第 16 号 令和８年度年度計画（案）について 

 ＜概要＞ 年度計画について２月理事会からの修正及び予算等について事務局より説明を行い、

原案どおり可決された。 

 

３ 議案第 17 号 令和８年度予算案について 

＜概要＞ 予算について事務局より説明を行い、原案どおり可決された。 

   収入：18,654百万円余  支出：19,380 百万円余 

 

４ 議案第 18 号 組織規程の一部改正及び課長以上の職の設定について 

＜概要＞ 規程改正について事務局より説明を行い、原案どおり可決された。 

 

（改正の内容） 

 ・組織規程の一部改正（別表第２関係） 

①福岡市立こども病院に臨床検査科を新設 

②福岡市民病院における眼科を廃止 

③福岡市民病院における各副院長が所管する部門を変更 

④福岡市民病院に診療統括部長（特任）を新設 

・課長以上の職の設定について 

組織規程の一部改正に伴い、福岡市民病院の「診療統括部長（特任）」に部長級の職を、福岡市立こども病院の

「臨床検査科」に課長級の職をそれぞれ設定するもの。 

 

＜主な意見等＞ 

○ 市民病院の組織図を見ると、副院長の受け持つ範囲が広い人と、少ない人がおられるようで

業務量に差があるように思えるが問題ないのか。 
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● ３名の副院長がいるが、①救急・防災、②手術、③病棟、④経営、⑤地域連携、⑥外来、    

⑦診療報酬・診療録・査定について受け持つようになっており、⑧医療ＤＸは、診療統括部長

が受け持つようになっている。①、⑤、⑦を平川副院長、②、⑥を山本副院長、③、④を齊藤

副院長に受け持ってもらうように考えている。齊藤副院長には、新病院基本構想の策定や千早

病院との交渉にも入っていただくようにしている。 

○ 一人の方に荷重をかけてしまうと、進む話も進まなくなってしまうので、そこのところを充

分に配慮されているのであれば安心するのでよろしくお願いする。 

● 副院長は、全員オペをしたり、外来の診察をしながらこの業務をやってもらうため、厳しい

と思うが、人手が足りない時は、院長が手伝おうと思っているのでどうにかやっていけると

思っている。 

 

５ 議案第 19 号 職員給与規程の一部改正について 

＜概要＞ 規程改正について事務局より説明を行い、原案どおり可決された。 

（改正の内容） 

・医療専門資格手当の一部改正（第 65条の２） 

 

＜主な意見等＞ 

○ 業務を行うのに持っておいた方が良い資格だと認識しているが、現在、人件費が上がって

いるので、組合との交渉や職員のやる気にもつながると思うが、長いこと組合との交渉を行っ

たものであろうから、今回これはダメとは言わない。考え方としては、こんなに厳しい時代

だから、収益に関係ない、自分の能力を上げるためというのは、当たり前のことなので、収

入との関係ということもある程度は職員にもわかっていただきたいと思う。 

   ○ 一般的に特別な手当を支給するときには、業務上必要な資格がないと業務が進まない場合

などに支給するが、今回の場合は、特別な勉強や危険であるなど何か特別なことを行うため

に支給について要求されているのか。 

   ● 感染管理加算をとっているので、それとの絡みがあるのかもしれない。 

   ○ 自分で色々と勉強したことや能力を使って業務をしているので、資格をとる時に試験費用

などが必要だったと思うが、それを言い出すとたくさんの人に手当を出さなくてはいけなく

なり大変なことになる。 

 

【報告事項】 

１ 懲戒処分無効確認等請求事件の判決について 

 ＜概要＞ 

 懲戒処分無効確認等請求事件の判決について、事務局より報告を行った。 

   

２ 令和８年度 理事会開催日程について 

＜概要＞ 

令和８年度 理事会開催日程について、事務局より説明を行った。 

 

＜主な意見等＞ 

特になし 
 


